
施設基準・認可について 
 

当院は愛知県、名古屋市又は東海北陸厚生局より以下

の届け出をし認可を受けています。 
2024 年 6 月 1 日 更新 

【施設基準・認可】 

・生活保護法指定医療機関 

・難病指定医 

・被爆者一般疾病医療機関 

・先進医療認可指定医療機関 

・労災保険指定医療機関 

・治療的角膜切除術 

(ｴｷｼﾏﾚｰｻﾞｰによるもの(角膜ｼﾞｽﾄﾛﾌｨｰ又は帯状角膜変性に係る

ものに限る)) 

・外来後発医薬品使用体制加算 

・緑内障手術（流出路再建術（眼内法）） 

 

 

【基本診療料】 

・明細書発行体制等加算 

・時間外対応加算 

・夜間・早朝等加算 

・短期滞在手術等基本料 1 

・医療 DX推進体制整備加算 


